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アリストテレスの理想国論における教育の意義

斉 藤 和 也

1．理想国における幸福と教育

『ニコマコス倫理学』第10巻の幸福論において，第一義的な意味での幸福は，完全

に自足的な理性の観想活動にあり，できる限りこれに与るべきであるが，人間である

限り，このような活動の継続には限界があるとされる。一方，倫理的な卓越性に基づ

く社会倫理的な行為は，観想活動に比して自足性の程度は低く，幸福の程度において

これには及ばないが，人間である限り目指すべき活動であるとされる
�
。だが，社会倫

理的な市民生活の充実こそが幸福であると考える立場からは，哲学者の観想活動は非

実践的で無用な活動であると批判されるだろう。『政治学』第7巻のはじめの3章に

わたって，幸福な生活を送るためには，哲学的生活と行為的生活のどちらの生活が望

ましいかという問題が考察されている。そこでの結論は，活動的生活が幸福であると

いうものであるが，だからと言って社会倫理的行為の生活の方が望ましいというわけ

ではない。むしろ，外的な行為よりも，それ自体が目的であるような哲学者の思考活

動の方が，より活動的であるとみなされる。結局，アリストテレスの最終見解は，哲

学的思考活動の優位性にあると見るべきであるが，すべての市民が哲学的な観想活動

に与るわけでもなく，また社会倫理的な行為に終始するわけでもないから，われわれ

は，一般市民が与る理論的な思考の活動を想定しなくてはならないだろう。それは，

おそらく，現代風にいえば，文化や教養にかかわる活動であろう。そのような活動を

（1） EN X.7,1177a12－8,1178b8.
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アリストテレスは念頭においていたと考え，第7巻から第8巻にかけて展開される教

育論の中に，成人における教養の姿を探り出そうとする研究もある
�
。

そもそも教育とは，成人に達したときに行う活動のための資質を養うものである。

この点を考慮するなら，教育論の中に人間の幸福に関するアリストテレスのイメージ

を探ることはそれなりの意味があると考えられるが，この問題を考察する前段階とし

て，アリストテレスの理想国論における公教育の意義とその制度化の構想について基

本線を確認しておく必要がある。本論は，アリストテレスの理想国論に対して教育論

の角度から光を当てようとする試みである。

まず考察するべきことは，アリストテレスの理想国論において教育はどのような位

置を占めるのかという問題である。第7巻の理想国論において教育の問題が持ち出さ

れるのは，第13章からであるが，そこでは，ポリスが最善の仕方で統治されること

は，ポリスがもっとも繁栄する（幸福である）仕方で統治されることであるとされる
�
。

ポリスにおける統治と繁栄との関係について，アリストテレスは，個人における幸

福と徳との関係について説明することを通じて明らかにしていく。まず，幸福とは徳

の完全な現実活動態であり，これは徳行為にほかならないが，完全な徳行為とは，前

提を持たない端的な徳行為である。前提を持つ徳行為とは，正しい復讐や懲罰など，

先行する悪い行為に対してその悪を取り除くために行う行為であり，本来は，このよ

うな行為を必要としないことが望ましい。前提を持たない徳行為とは，名誉と富をめ

ぐる行為であり，これらは社会的に善きことを与え作り出す行為であって，無条件で

立派な行為として賞賛される。後者の行為が徳の完全な活動であり，このような行為

を行うことが幸福であると考えられる。ところで，優れた人間がこのような優れた行

為を為すには，地位や財産などの外的な善が必要である。つまらない人間であれば，

収入をすべて自分のために使うか貯蓄するであろうが，優れた人間は，それを社会的

に役立てるために使うであろう。彼はそのような人柄なのである。人柄（ēthos）と

は，生来の気質に加えて社会的な活動の中で培われる倫理的な性状（hexis）のこと

（2） Lord（1982）, chapter5.
（3） Pol. VII.13,1332a3－7. アリストテレスは，個人の幸福についてもポリスの繁栄につ

いても同じ言葉（eudaimonia）を使っており，両者の類比的な関係を想定している。
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であるが，優れた人は，常に，社会的に役立つ行為を選択する人なのである。このよ

うな人が，貧困や病気その他の不運に見舞われたとしたらどうであろうか。愚痴ばか

りこぼす，つまらない人間に成り下がってしまうだろうか。そうではないだろう。彼

はこのような状況を立派に凌いでいくことができる人である。地位や財産などが与え

られれば，水を得た魚のように，それらを使って社会的に役立つ優れた行為を行うで

あろう
�
。優れた人はこのような行為を行うことにおいて幸福に達しているのである。

つまり，優れた行為自体が優れた人の幸福を構成しているのである。地位や財産に恵

まれていることが幸福なのではなく，それらを使って，社会にとっても自分にとって

も善いことを実現している状態が幸福なのである。アリストテレスは，このような人

について，「優れた人とは，その人の徳性の故に，単なる善きものが，その人にとっ

て（本当の意味での）善きものであるような人のことである」（Pol. VIII.13,1332a

22－23）と規定する。

このような概念がポリスの繁栄に対して適用される。理想国を建国する立法家に

は，最善の国制を作り上げるために，それにふさわしい材料が与えられていなければ

ならない。これは，第7巻第4章から検討されてきた国家建設に必要な諸条件であ

る。具体的には，ポリスの構成員の数とその自然的素質，土地の大きさと地味，泉

水，防衛と貿易に適した立地条件，などである。しかし，これらが満たされれば直ち

に理想国が成立するわけではない。これらの外的な善を本当の意味で善いものとする

人間たちが存在しなければならない。ポリス成立の外的な諸条件（外的な善）は偶然

に依存するが，ポリスが優れたものになるには，その構成員たる市民たちが優れた人

間になる必要がある。立法家は，その知識と意思により，立法を通じて，優れた市民

を育てるための仕組みを作り上げる役割を持つ。アリストテレスの理想国では，すべ

ての市民が国制に関与するので，一人ひとりの人間がどのようにして優れた人間にな

るのかが問題である。市民が全体として優れていることによってポリスが優れたもの

になるということは可能だが，一人ひとりの人間が優れた人間であれば，市民が全体

として優れていることにもなるので，一人ひとりを優れた人間にすることの方がより

（4） Pol. VII.13,1332a7－27.
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望ましい。若者教育が立法家の重要課題になる所以である
�
。

このように見てくると，若者の教育問題は，ポリスの国制の問題と直結しているこ

とが明らかとなる。民主制は自由を基本価値とし，寡頭制は財産を基本価値としてい

るが，これらとは異なり，貴族制（最優秀者支配制）は徳を国家存立の基本価値とし

ている。このタイプの国制では，徳において他より優れた人にその徳にふさわしい処

遇を与えることが国是となる
�
。民主制では，市民資格を有するすべての人を平等に処

遇することが国是となり，寡頭制では，財産の区別に基づいて国政上の処遇を行うこ

とが国是となる。アリストテレスの理想国は純粋の貴族制であるから，すべての市民

が優れた人になるような徳教育が行われなければならない。理想国を作るうえで立法

家や政治家が為すべき本来の主要な仕事は，人づくりにある。市民としての最低限の

徳は，重装歩兵として軍事に従事するための徳であり，勇気や忍耐がそれにあたる。

すべての市民がこのような徳を有するレベルの国制は，アリストテレスの国制の分類

の中では「国制」と呼ばれ，「普通のポリスにとっての最善の国制」にあたる
�
。だが，

理想国の市民の有する徳は，このような軍事に止まる徳ではない。侵略戦争による外

部からの悪を除くための徳だけではなく，平和のうちに生活するための名誉と富をめ

ぐる徳が必要であるし，さらには，国家の指導者・支配者に必要な思慮の徳が求めら

れる。理想国では若者の時期に軍事的訓練と防衛任務が課せられ，それに必要な勇気

や忍耐の徳が養われる。この限りでは，若者が教育を受けて徳を身に付けることは国

防のためにだけ為されるかのような印象を与えるが，支配者となるべき若者が教育に

よって身につけることになる他の諸徳や思慮はその人の幸福にも寄与する。というの

も，アリストテレスの幸福論では，これらの徳の現実活動態が幸福の一部を構成する

からである。思慮，正義，節制，勇気などの徳を有していることは，個人がポリスの

一員として，それぞれの立場から全体の利益を増進させることに役立つが，同時に，

個人にとっては，その人自身の行為の美しさを実現することに寄与する。そして，人

間の魂には，実践的な思考能力よりも優れた能力である理論的な思考能力が備わって

（5） Pol. VII.14,1332b31－37.
（6） Pol. IV.7,1293b1－7, IV.8,1294a9－11, VI.2,13117a40－41.
（7） Pol. II.6,1265b28－30.
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おり，その思考能力の徳に実践的思考能力の徳である思慮は奉仕するものであるとさ

れる
�
。これは，個人の知的能力が全面的に国家の共通利益のために奉仕するものでは

なく，その活動の一部が個人の幸福を実現するものとして自由に展開することが認め

られているということを意味する。しかし，このことは，哲学者がポリスの諸制約か

ら完全に解放された特権的な立場にあるということを意味するものではない。人間で

ある哲学者は，ポリスの中で教育を受け成人になったのであるから，ポリスの活動か

ら完全に自由であるわけではなく，人間である限りは，思慮と倫理的な徳を働かせて

ポリス全体の利益に寄与する責任がある
�
。

このように，人間としての人生を全うするために必要な教育を若者に与えること

は，国家として必要不可欠の事柄であり，立法家はそのための教育課程を法律で規定

する必要がある。

2．理想国における政治と教育

アリストテレスは，ポリスの支配と被支配の関係においても，若者の教育が重要で

あることを指摘する。政治と教育との関連性が最も直接的に現れるのはこの点であ

る。支配の概念には大きく2種類の類型が区別される。生涯にわたり支配されるにふ

さわしい奴隷的な資質の人間に対する支配と，将来支配者となるにふさわしい資質を

有する者に対する支配である。前者は，当時の社会的な身分差別としての奴隷制に依

拠した類型化である。後者は，将来ふさわしい年齢に達した暁には支配者となるため

に必要な修養を若者に施すという意味を持つ支配である。この具体例は，第3巻第4

章の議論の中に登場している。将来支配者になる若者は，支配されることによって支

配することを学ぶ必要があるとして，騎兵隊長に指導されることによって騎兵隊を指

導することを学び，将軍の指揮の下で大隊や中隊を指揮することによって将軍の指揮

を学ぶという例が挙げられている
�
。また，ポリスの政治や軍事に関与する人間は，俗

業民の仕事に従事することによって，政治・軍事上の仕事の妨げになるような身体作

（8） EN VI.13,1145a6－9.
（9） Destrée（2013）, p.313. 思慮を働かせないことは，理性の欠陥であり，完全なる幸福

に達していないことだという Destréeの解釈に賛同する。
（10） Pol. III.4,1277b9－11．
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りをしてはいけないとされる。いわば支配のための身体があり，そのための身体作り

が必要とされるのである。若者は軍事訓練を通じて勇気や忍耐を身に付けるが，支配

者の徳はこのようなレベルに終始してはならない。軍事に終始することは，一方で

は，軍事的な全体主義国家を成立させる危険性をもたらすとともに，他方では，軍事

によって獲得するものを軍事の目的とするような転倒した国家目標を成立させる危険

性をもたらす。これはスパルタにおいて起こったことである。スパルタは，よき統治

が行われ，その国制を維持するための教育がポリスの仕事として行われていることで

定評があったが，アリストテレスは，このスパルタの国制を批判する
�
。彼がスパルタ

の国制を批判する論点は，国家目的がもっぱら戦争に据えられているということであ

る。スパルタの国制は，戦争で勝利を得て他国の支配権を握ったあと，弱体化して

いった
�
。これは，そもそも建国の立法家が与えた国制と法律に原因があった。その立

法家は戦争を勝ち抜くために勇気や忍耐を市民に植え付けたが，平和時に必要な徳を

顧みなかったために，戦争のための徳が，戦利品の獲得を目的としたものに変質して

しまい，その結果，スパルタ人は堕落した生活に陥ってしまったのである。つまり，

彼らは戦利品の獲得にかけては勇敢であったが，それらをどのように使うかというこ

とに盲目であった
�
。アリストテレスは，スパルタのこのような状況を反面教師とし

て，それを批判的に乗り越えるために，閑暇（scholē）の概念に独自の意味を付与し

た。

閑暇とは，一般的には，何かを行う時間的ゆとりを意味するが，古典時代のギリシ

アにおいては，生業による繁忙から解放されていることを意味する。一般に閑暇を持

ち得るのは一定の財産をもち，生活にゆとりのある人々であるが，例外的な場合もあ

り得る。アリストテレスは，極端なタイプの民主政に言及して，そこでは民会出席手

当等により，富者よりも民衆がより多くの閑暇を有していたと述べるが，それは富者

が自家の農場の経営監督のために繁忙の生活を送っていたためである。もちろん，こ

（11） Pol. VIII.1,1337a31－32.
（12） スパルタは，ペロポネソス戦争に勝利しギリシアの覇権を握ったが，その後，レウク

トラの戦い（前371年）でテーバイに敗れ，メッセニアの領地とほとんどのヘイロータ
イを失った。Kraut（1997）, p.142.

（13） Pol. VII.14,1333b5－26.
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のような判断が正しいかどうかは反論の余地があるが，閑暇という言葉が生業からの

解放という意味で使われていたことは確かである
�
。

生業からの解放を可能にしたのは，奴隷の制度化であった。このことにより，特段

の富者でなくても政治の場に出てくることが可能になった。アテナイでは，家業とし

ての自給的農業に使われる奴隷や召使的な仕事に従事する奴隷が主流であった。スパ

ルタでは，他種族を奴隷化ないしは隷属化させ，自国民全体を軍事化した征服国家で

あるという特性から，農業その他の生業から離れた支配者層が共同体国家を形成して

きた。しかし，そのためもあって，建国以来，スパルタは勇気と忍耐の徳を最高の徳

として位置づけることを国是としてきた。アリストテレスの理想国でも奴隷制による

生業からの解放が必要だとされる。第9章において，政治に関与する階層は農業や商

業に手を染めてはいけないと主張されている。その根拠は，徳の形成と政治的行為の

ためには閑暇が必要であるということにある。政治に関与する階層は大きく軍事にか

かわる部分と審議にかかわる部分に分けられるが，どちらも農業や商業に手を染めず

に，軍事と審議に専念することが求められる。つまり，農業や商業との関係において

軍事と審議を含む政治部門には閑暇が必要とされるのである。

このように，古代ギリシアにおいては生業から解放された時間が閑暇として理解さ

れていたが，アリストテレスはここからさらに歩を進める。ギリシア人たちは，閑暇

の時間を，戦争や政治的駆け引き，あるいは休息や気晴らし，あるいは快楽の追求の

ために費やしているとアリストテレスは批判するのである。閑暇の生活にはこれらと

は異なる独自の積極的な意義があるはずである。ところが，これまで立法家たちは，

閑暇の生活の積極的な内容を想像しえなかったために，法律や教育制度を制定するに

あたって，有用なこと，つまり，より多くを獲得することを国家の目的としてきたの

である
�
。

アリストテレスによれば，人間の生は，戦争と平和，繁忙と閑暇に分けられ，人間

の為すことは，必須のこと，有用なこと，美しいことに分けられる。これらは目的手

段関係にあり，平和な閑暇の中で美しいことを為すことが人間の目的であり，その状

（14） Pol. IV.6,1293a1－9, Anastasiadis（2004）,77.
（15） Pol. VII.14,1333b6－10.
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況を作るために，あるいはその状況を守るために軍事的行為が存在しているに過ぎな

い。閑暇の中で発揮される徳は，正義と節制と哲学（philosophia）である。繁忙な戦

争時においては，勇敢と忍耐が有用であるが，平和時には哲学が存在しなければなら

ない。戦争時においても平和時においても正義と節制の徳は有用である。これらは戦

争時には否応なく必要なものであるが，むしろ平和時において，物質的な諸条件が満

たされているときにこそ求められる
�
。

上で述べたように，このような閑暇の概念化は，善く治められているとされていた

スパルタの国制の欠陥を克服する理論として不可欠であった。そのためにアリストテ

レスが採った戦略は，上記のように，軍事を超えた国家の最高目的を確立し，その下

に戦争を位置づけることであった。まず，立法家は，良く生きること，即ち幸福であ

ることが最善であるから，これを実現する諸徳性を人間たちの魂に作りこまねばなら

ない
�
。そして，戦争のための訓練は，奴隷にふさわしくない人々までも隷属化させる

ためではなく，自分たち自身が他者の奴隷に落とされないためになされるべきであ

る。したがって，立法家は，戦争に関する法制やその他の法制を閑暇と平和を目的と

して制定するべきである
�
。最善の目的に向けて諸法制を制定する国家こそ理想の国家

であり，その国家では，平和のうちに閑暇な時を過ごすことが最高の目的となる
�
。閑

暇の中でよく生きることを最善の生活とせよとのアリストテレスの提唱は抽象的に聞

こえるが，その概念は明確である。身体的快楽を得るための，あるいは気晴らしを得

るための活動には限界があり，それを超える活動が求められるのである。一般に，生

活の質は，手段として使用する物によって決定されるのではなく，それをどのように

使って楽しむか，あるいは何かを生み出せるか，あるいは共有の体験を作り出せるか

に拠るものであり，このことは，手段を使用する人間の能力に大きく依存する。文明

（16） Pol. VII.15,1334a22－28.
（17） Pol. VII.14,1333b37－38.
（18） Pol. VII.14,1333b38－34a5.
（19） この議論は，アリストテレスの理想を述べたものであるが，現代にも通じる問題を含

んでいる。経済における競争はそれ自体が人間の能力の実現と見なされ，成功した経済
人は社会的な名誉を獲得するが，そこから生じた富をどのように使うのかが問題とな
る。経済成長を遂げ，成熟社会を迎えた今，人々が何を目標として掲げて生きていくべ
きかという問題が生じる所以である。
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の利器，あるいは文化の手段を使いこなせる能力を養うことが教育の課題である。こ

のような教育の課題に対して，アリストテレスは，次のような明確な表現を与えた。

「人は，忙しく仕事をし，戦いをすることができなければならないが，それに

も増して，平和の中で暮らし，閑暇の時を過ごすことができなければならない。

また，必須のことや有用なことを行うことができなければならないが，それにも

増して，美しいことを行うことができなければならない。したがって，これらの

目標に向けて，まだ子供の年齢
�
にある者たちや，教育を必要とする他の年齢の者

たちを教育するべきである。」（Pol. VII.14,1333a41－b5）

このように，戦争時におけるポリスの政治のほかに，平和時における政治と生活が

あることが明確にされ，そのときに人々は何をして生きていくのかという問題がここ

に提起されているのである。

3．自然主義的人間観と教育

閑暇における活動は，それ自体が目的であって，他の事柄の手段とはならないもの

であるが，では，このような活動の内容はどのようにして決めることができるのか。

あるいは，このような目的の設定は恣意的であるのだろうか。アリストテレスが閑暇

に必要な徳として正義や節制と並んで哲学（philosophia）を挙げていることは，閑暇

において行う活動には一定の条件があるということを示唆している。ここで

philosophiaが何を意味しているか明示的に証明することは難しいが，哲学的な観想活

動を含めた理性的な活動を広く意味すると理解するべきであろう
�
。閑暇における活動

が理性の活動であるとするのは，人間の能力の最高形態が理性であるとするギリシア

哲学の人間観に基づいている。それをアリストテレスは集約したと言ってもよい。人

間は身体と魂からなり，魂は欲望や感情を含む非理性的部分と理性的部分からなる。

人間が生を受けて成長し始めるとき，自然がその成長を導く。自然とは個体に内在

（20） 子供（pais）は髭の生え始める14歳頃までとするのが通常の用法である。
（21） Kraut（1997）, pp.139－140, Simpson（1998）, pp.241－42.
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し，その個体を完成体にまで導く力であるが，その終極が人間においては理性であ

る
�
。理性が人間という動物の最高能力であり，その完成の目的であるとする自然主義

的な人間観においては，人間の最高能力の担う活動が人間の活動の終極目的となる。

閑暇における理性の活動をその他の活動の目的として位置づけ，生き残りのための戦

争とそのための政治活動を超えて，このような生よりも価値のある生が閑暇における

生として存在することを根拠付けているのは，このような自然主義的な人間観であ

る。もちろん，生き残るための共同の活動を哲学者が忌避し，自分だけがポリスの危

機から離れて生きることをアリストテレスは推奨しない。むしろ，重大な場合は，ポ

リスのために尽力することは美しい行為であるとされる
�
。

このような自然主義的な人間観のもとで，アリストテレスの教育論は展開される。

それは，妊娠から始まる。第7巻第16章では，子供を出産する男女の最適な年齢条

件などについて論じられる。理想国においては，結婚の交わりは健康な子供の出産の

ために遂行され，出産は国家に対する公共奉仕（leitourgein1335b28）として位置づ

けられるのである。第17章では，子供の養育システムが7年単位で構想されるべき

ことが述べられている。この分割が自然の分割に即したものであり，技術や教育が自

然の仕残したものを完成させるものであることが明言される。

「年齢を7歳で分割する人々は，ほぼただしく語っているし，われわれは自然

の分割に従うべきである。なぜなら，技術や教育はすべて自然のやり残したこと

を充足しようとするものだからである。」（Pol. VII.17,1336b40－37a3）

次世代を担う子供たちの教育は国家の死活問題であり，人柄は長期の習慣から生じ

るものであるから，どのような教育計画を持つかは国制の根本問題である。では，そ

の基本的な教育段階はどのようなものか。アリストテレスは，現今では，子供の世話

が家庭に委されているが，理想国では，ポリスによる公共の世話が行われるべきこと

を明言する。ただし，7歳までの子供は家庭で養育することが基本である。5歳まで

（22） 一般の動物においては欲望である。
（23） EN III.5,1115a28－31.
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の子供に対しては消極的な教育方法を採り，成長を妨げないように，学習や労苦を課

してはいけないとして，乳分の十分な摂取や，身体を怠惰から守るための適度な運

動，さらには，適度の耐寒訓練の必要性を指摘する。この年齢までの幼児が聴くべき

話や物語については，「子供監督官」という役人が配慮する義務を負う。また，「子供

監督官」は，幼児が7歳まで家庭で育てられるので，各家庭の奴隷の話や振る舞いに

よって悪い影響を受けることがないように監督する義務を負う。一方，立法家は恥ず

べき話を国家から追放するべきであるとされる。これは，様々な物語が子供たちに与

える悪影響を考慮した主張である。これにあわせて，恥ずべき絵や像も追放されるべ

きであるとされる
�
。5歳から7歳までは，7歳以上の子供の学業を見学する時期であ

る。その後の時期は，7歳から思春期（14歳）までの時期と，思春期から21歳まで

の時期とに分けられる。

アリストテレスが言及している，年齢を7歳で分割する研究は，子供の発達段階を

考慮した研究である。これは，古代ギリシアにおいてすでに，子供の発育の諸段階と

それぞれの段階に適した教育内容に関する理論が存在していたことを示す貴重な証言

である。そして，これは，アリストテレスの自然主義的な人間観に適合的な理論でも

ある。しかし，7歳から21歳までの公教育の内容についてテキストから分かること

はあまり多くはない。この時期に教えるべき科目として言及されているのは，読み書

き，体育，音楽，図画である。これら4科目がこの2つの時期にどのように配分され

るべきかということについて手がかりになるのは，体育を論じている箇所である。そ

こでは，思春期に達するまでは軽い体育練習が適当であることや，思春期を過ぎて3

年を経過した17歳からはつらい肉体的な鍛錬を課すべきであることが述べられてい

る。その理由は，身体の労苦は精神活動の阻害になり，精神の労苦は身体活動の阻害

となるという点にある
�
。

（24） ただし，例外があり，ある種の下品な行いが慣習上許されている神々の祭礼や，諷刺
劇や喜劇の観劇は，共同食事に参加できる年齢（21歳）になった者には許される。なぜ
なら，すでに教育のおかげで影響を受けなくなっているからである。

（25） 身体訓練と精神活動との相互の阻害関係を考慮し，7歳から14歳までを身体訓練の
時期，14歳から17歳までを4科目の習得の時期，17歳から21歳まで肉体鍛錬の時期
とする解釈（Newman I p.358）もあるが，そこまで明確に区切ることは難しい。Kraut
（1997）, pp.166－167.
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アリストテレスの理想国では，21歳を超えた若者は，将来の支配者層への参入を

約束されて，しばらくの間，地方周りの軍務に就くが，17歳から21歳までは，その

ような軍務に耐えるだけの身体的な力を身につける時期と位置づけられる。もっと

も，それまでに音楽を中心に，読み書きや図画を習得するから，身体面のみではなく

精神面での能力も備えた心身の力を身につけることになる。

このように，若者は21歳までに理想国の軍務に就くための心身両面の能力を身に

付けるが，21歳以降の教育については特別な段階として制度化されていない。この

時期以降は，思考能力が発展するので，第一義的には，思慮の能力，すなわち実践的

な思案の能力の開発が行われ，哲学者に向いている人間は，さらに理論研究のための

理論的な思考能力の開発を行うことになるが，これは公教育の対象ではない。

4．音楽教育の役割

第8巻は完結したテキストではないが，そこでアリストテレスが追究しているの

は，音楽の教育的な効果である。第3章では，音楽は，一般には遊びや快楽のために

学ばれるが，そればかりではなく，閑暇のためにも学ぶべきであるとされる。他の3

つの科目は，それぞれ必須なことや有用なことのために習得されるが，音楽だけは，

これらとは異なる。

「現在たいていの人々は，快楽のために音楽に関与しているが，人々が最初

に，音楽を教育科目にとり入れたのは，自然自身が，これまでしばしば語られた

ように，単に正しく仕事に励むばかりではなく，美しく閑暇の時を過ごすことを

可能にしようとするためである。というのは，このひとつのことが，すべてのこ

とがらの出発点であるからだ。」（Pol. VIII.3,1337b28－32）

ここで教育科目における音楽の特権的地位を語る際に，アリストテレスが持ち出し

ている根拠は，「自然」である。このようなところにもアリストテレスの自然主義的

な人間観が顔を出している。「自然自身」が，正しく仕事を遂行することばかりでは

なく，「閑暇の時を美しく過ごす」ことを可能にしようとするということは，人間的
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な観点から見ると，人間には麗しい閑暇への自然的な衝動が内在しているということ

を意味している。これは，ポリス形成の推進力が，「完全な共同体（においてよく生

きること）」への衝動にあるということに対応している
�
。

音楽の効用は遊びや気晴らしに止まるものではなく，もっと積極的に，人生の最善

の時である閑暇の時にも必要とされる。だが，閑暇の時に音楽を楽しむことは，遊ん

で暮らすことを意味しない。遊びは人生の目的にはならないからである。遊びは労苦

や緊張からの回復のためにあるものだから，忙しく仕事をする時に必要なものであ

る
�
。これに対して，「閑暇の時を過ごす」ことには，快楽と幸福と至福の生が含まれ

る
�
ので，これにふさわしい過ごし方が求められる。幸福とは魂の徳が完全に活動する

ことであり，至福の生とは，その活動を可能にする外的な条件に恵まれていることで

あるから，閑暇の時には，自分の持っている最高の能力を最大限に発揮し，そのこと

に伴う最高の快楽を味わうことになる。遊びは，快楽を持つという点では，閑暇の概

念に触れる局面を持つが，美しさを不可欠のものとしていないので，アリストテレス

の立場からは，人生の目的とはなりえないのである。享楽主義を否定するアリストテ

レスが強調したいことは，人々は幸福には快楽が伴うという点では意見が一致してい

るが，問題はその快楽の内実にあるということである。

「人はそれぞれのあり方から，即ちそれぞれの性状に応じて（幸福に備わる）快

を理解しているが，人柄において最善の人は，最も美しい事柄から生じる最善の

快をそれと理解する。」（Pol. VIII.3,1338a8－9）

アリストテレスは，美的感受能力に関して絶対的な基準があり，最も美しいものを

快く感じる快楽が最善であり，若者は，このような快楽を幸福の快楽として理解する

ために，それに必要な種類の音楽を子供のうちから学ばなければならないと考えてい

るのである。

（26） Pol. I.2,1253a29－30, III.9,1280a31－32．
（27） Pol. VIII.3,1337b35－38a1. この考えを踏まえると，忙しい時ほどよく遊ばなけれ

ばならないということになるだろう。
（28） Pol. VIII.3,1338a1－3.
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このように，音楽は，閑暇と休息のために学ぶ必要があるが，さらに第5章では，

これらの他にもう一つ，倫理的徳の形成のためにも音楽を学ぶべきであるとされる
�
。

第5章において，音楽の効用に関して，次のような総括的な分析が行われる。音楽

は，まず，⑴遊びのために学ぶべきである。遊びは休息のためにあり，休息は快いも

のでなければならないから，われわれすべてが快いと考える音楽は遊びと休息のため

に学ぶ必要がある
�
。次に，⑵それは，大人になって閑暇の時を過ごすために，子供の

うちに学んでおく必要がある。閑暇の時を過ごすこと，即ち幸せに過ごすことには快

さと美しさが備わっているので，ここに音楽が含まれるのは当然である。われわれが

人生の究極目的である閑暇の時を過ごすことはそれほど多くはなく，しばしば繁忙の

生活の中で休息を必要とするから，快楽の中でも害をもたらすことのない音楽が，閑

暇にとっても休息にとっても必要なのである
�
。音楽が持つ自然的な快さは，すべての

年齢層，すべての人柄に親近だが，これは休息のための音楽としては有益といえる。

そして，さらに，⑶音楽を通じて倫理的な性格を形成するために，子供のうちからそ

の目的にふさわしい音楽を学ぶ必要がある。その音楽は，若者が善悪美醜を正しく区

別し，もっとも麗しい人柄と美しい行為に対して歓びを感じるようになるものでなけ

ればならない
�
。音楽はリズムと旋律を通じて魂を動かし，魂をそれらに応じた性格に

する力を持っているので，音楽の快さを利用して子供の教育に活かす必要があるが
�
，

これは両刀の剣でもあり，当今，魂に悪い影響を与える音楽が流行しているので，こ

れを教育の現場から排除して，倫理的性状を表現するドーリス調を通じて教育するべ

きであるとされる
�
。

音楽教育に関するもうひとつの重要な論点は，演奏訓練の効果である。アリストテ

レスは，休息のための遊びとしても，閑暇を過ごす方法としても，また倫理的な性格

の形成のためにも，俗業民の専門の演奏家の演奏を単に聴くだけでよいとの見解
�
に対

（29） Pol. VIII.5,1339b14－15.
（30） Pol. VIII.5,1339b15－17,20.
（31） Pol. VIII.5,1339b25－31.
（32） Pol. VIII.5,1340a14－17.
（33） Pol. VIII.5,1340b10－13.
（34） Pol. VIII.7,1342b15－17.
（35） Pol. VIII.5,1339a33－b10.
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して，或る程度まで演奏訓練は必要であるとする。演奏訓練の教育に反対する論者の

根拠は，⑴音楽によって魂が影響され，後の行為の障害となる，⑵音楽の過度の練習

により，俗業民の身体となり，軍事や国事に役立たない身体となるというものであ

る
�
。これに対して，アリストテレスは，若いときの音楽の学習によって，美しいもの

を識別し，正しく歓びを感じることができるようになることが重要であり，そのため

に，若者はある程度演奏訓練を行うべきであるとして
�
，どの程度までの演奏訓練を行

うべきか，つまりどのような調べとどのようなリズムを演奏訓練するべきか，そして

どのような楽器を用いるべきかについて考察を行っている
�
。

以上のように，第7巻及び第8巻において，理想国における教育の位置づけや具体

的な教育課程の骨格，および音楽教育の占めるべき位置について概略は描かれている

と言える。そして，第8巻第7章では，音楽教育から一歩踏み出して，理想国におけ

る階層構成を考慮して，若者に必要な音楽と一般民衆が好む音楽を区別し，若者への

影響のない劇場では，俗業民や日雇いの観客のために，魂を恍惚状態にする旋律の演

奏さえ認めるという現実的な文化政策を打ち出しているが，このことには注目すべき

であろう
�
。さらに，旋律の種類に関して，倫理的な性格のもの，活動的なもの，霊感

的なものの3種類があるとする説を取り上げて，若者の教育のためには，倫理的な性

格のドーリス調が適切であると主張するが，その議論の中で，音楽の使用目的とし

て，上記3つに加えて，カタルシス（浄化）が挙げられる
�
。これは，若者ではなく，

すでに教育を受けた成人にとっての音楽の効用であるので，ここでの分類は，若者の

学習という観点ではなく，成人を含めての音楽の効用という観点でなされていると考

えられる。この箇所における劇場用音楽やカタルシスへの言及は，これまで『詩学』

の議論との関連で論じられてきた
�
。理想国の市民の理論的思考能力の活動としての文

（36） Pol. VIII.6,1341a6－8.
（37） Pol. VIII.6,1340b36－39.
（38） Pol. VIII.6,1340b40－41a3.
（39） Pol. VIII.7,1342a18－28.
（40） Pol. VIII.7,1341b38.
（41） Kaut（1997）, pp.208－212.
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化的活動の問題もこの関連で議論されている
�
。この問題については，稿を改めて論ず

ることにしたい。
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